
結
び
、
一
に
辱
知
の
推
挽
と
将
来
の
研
究
に
須
だ
ん
と
す
。
本
籍
は
昨
年
二
丹
研
究
後
表
せ
る
も
の
な
る
も
、
一
丹
稿
す
る

に
常
b
て
秋
月
博
士
の
高
訟
に
得
た
る

mm
緩
め
て
多
し
。
特
に
認
し
て
硲
膝
の
謝
意
を
表
せ
ん
と
せ
す
。
(
終
)

荷
子
任
中
心
さ
為
し
て
見
た
る
ん
家
刑
論

自

次

竹

倉

け
れ
μ・

岳山川

象
刑
論
の
意
義
及
び
内
容

所
廃
品
部
刑
存
在
論
の
原
捺

一
一
一
初
子
の
説
刑
石
定
論

四
番
恕
の
象
那
。
結
論

¥
t
lノ

f
p
¥
 

象
刑
と
は
、
犬
ん
ザ
の
刑
罰
に
象
。
て
、
服
飾
の
務
化
を
奥
へ
る
乙
と
に
依
っ
て
、
そ
の
刑
罰
に
代
へ
る
乙
と
を
云
ふ
コ

部
ち
一
極
の
代
刑
で
あ
る
。
有
子
正
論
篇
に
世
俗
の
設
と
し
て
引
い
て
ゐ
る
所
を
見
る
に
、

世
俗
之
魚
説
者
日
、
治
古
無
肉
剤
、
市
宥
象
部
、
型
車
綜
、
ほ
ほ
嬰
、

H

英
文
華
、
非
議
膝
、
殺
緒
衣
市
不
純
、
治
古
如
是
。

と
、
象
訓
川
の
内
察
を
奉
げ
て
ゐ
る
が
錯
雑
し
て
ゐ
て
明
瞭
で
な
い
。
荷
予
の
指
摘
し
て
ゐ
る
世
俗
の
設
と
は
何
を
お
す
か

明
か
で
な
い
、
が
‘
現
在
文
献
に
残
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
先
奏
時
代
に
象
部
b
n
一
設
い
て
ゐ
る
も
の
は
慎
子
の
み
で
あ
る
。

性
一
然
ら
ば
少
く
と
も
僚
子
並
び
に
そ
の
一
一
訟
の
者
は
、
先
奏
時
代
に
於
て
、
洗
の
設
を
な
し
て
ゐ
た
も
の
と
断
定
出
来

る
c

一
閃
し
て
、
慎
子
の
象
刑
設
の
内
容
は
萄
子
、
が
指
摘
し
て
ゐ
る
も
の
と
路
z

}
近
似
し
て
ゐ
る
。
故
に
有
子
は
慎
子
一
一
以

象
刑
の
意
義
及
び
内
容

一一一一九



一一問。

の
設
を
「
世
俗
芸
祝
」
と
し
て
駁
し
た
も
の
と
見
て
大
過
な
か
ら
う
。
太
子
御
覧
(
駅
前
…
押
さ
に
慎
子
の
語
を
引
い
て
、

有
漢
氏
之
誌
、
以
核
市
蛍
館
内
一
一
、
以
草
嬰
蛍
剤
、
円
以
非
履
営
加
、
以
交
替
蛍
宮
、
布
衣
無
領
蛍
大
野
、
氏
有
↑
府
民
之
誌
也
、

斬
人
波
鰻
、
務
主
(
肌
潜
、
誇
之
剤
、
霊
友
冠
塁
(
章
獄
、
認
之
致
、
上
世
用
数
市
民
不
犯
也
、
営
世
相
m
潟
市
民
不
従
。

と
、
慎
子
は
象
刑
を
以
て
教
と
名
付
け
て
ゐ
る
が
、
此
の
内
容
と
待
子
と
を
比
較
す
る
に
、
前
誌
の
如
く
窃
子
の
文
は
極

め
て
錯
雑
し
て
ゐ
る
、
が
、
ふ
一
/
k
-
s

一
此
の
様
子
の
設
に
依
っ
た
跡
を
窺
ふ
乙
と
、
が
出
来
る
。
故
に
十
句
子
の
文
は
、
萄
子
、
が
引
用
加

の
踏
に
誤

b
た
る
か
、
後
世
停
潟
の
際
、
に
誤
'
り
た
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
と
え
て
よ
か
ら
ヲ
。
部
ち
碍
子
の
、

一
、
「
柴
鯨
」
は
肉
刑
名
の
み
で
象
刑
の
名
を
敏
い
て
ゐ
る
c

揚
伝
は
も
勺

h

或
日
選
諒
鴬
魚
川
一
一
…
ι
嫁
」
と
云
ハ
ノ
て
ゐ
る
。
之

に
従
ふ
ベ

3
で
あ
ら
ラ
。
漢
書
刑
法
士
山
は
、
有
子
の
設
を
引
き
、
之
に
讃
し
て
、
「
益
田
乎
孫
卿
之
論
刑
、
日
世
俗

之
怨
説
者
、
以
匁
治
十
ハ
者
無
肉
刑
有
象
刑
、
附
抗
日
鯨
之
局
、
非
履
務
衣
間
不
純
、
是
不
然
ム
犬
、
:
・
・
・
。
」
と
あ
る
。
日
疋

は
荷
予
の
文
を
交
に
妥
約
し
た
も
の
と
見
る
べ
く
、
「
郎
町
一
…
綜
之
問
地
t

て
と
し
て
五
刑
を
総
括
し
て
遮
べ
て
ゐ
る
、
が
、

之
に
依
れ
ば
、
班
簡
の
見
た
る
初
子
は
肢
に
剛
一
蹴
綜
と
あ
っ
た
も
の
L
萩
で
あ
る
。
之
に
依
っ
て
、
初
子
の
本
文
は

或
は
「
附
設
鯨
綴
」
と
あ
っ
た
も
の
、
が
後
っ
嫁
」
字
を
脱
し
た
と
見
る
事
も
出
来
や
ラ
ョ
何
れ
代
し
て
も

長
蛇
の

み
で
は
立
を
成
主
的
制
。

一
一
、
「
怯
嬰
L

は
依
子
「
十
日
中
山
桜
」
に
作

b
、
削
抑
制
非
に
お
す
る
象
刑
の
名
で
あ
る
。
放
に
奇
子
の
文
は
、
此
の
上
に
別
名

〔
川
則
い
を
放
し
だ
の
で
あ
る
。
又
楊
似
は
「
蛍
怨
山
保
嬰
J
と
一
去
ハ
ノ
て
ゐ
る
が
、
後
に
逮
ぶ
る
所
代
依
b
、
北
の
匂
は

悦
子
代
隠
っ
て
「
刻
卒
嬰
」
と
す
べ
主
で
あ
る
と
思
ム
。

一
一
一
、
「
共
文
義
ヘ
「
共
」
は
楊
訟
は
「
北
(
未
詳
、
或
桁
字
立
C
L
1
C

っ
て
ゐ
る
心
強
子
に
依
れ
ば
も
文
皐
は
支
持
(
一
時
措
一
一
ω



下

町

ノ

、

よ

山

u

r

v

J

i

i

i

!

み
泊
)
代
作

b
、
宮
界
代
蛍
て
¥
ゐ
る
故
、
北
〈
は
宮
の
説
会
と
え
て
よ
い
。

問
、
「
非
劉
履
」
楊
係
は
「
非
草
履
也
、
お
営
怨
樹
、
停
潟
訣
耳
、
総
采
也
、
慎
子
作
粉
、
一
戸
一
回
非
人
或
非
或
(
糸
魚
履
。
」
と

一
瓦
ク
て
ゐ
る
。
楊
注
引
く
所
の
慎
子
の
文
を
見
る
に
、
「
様
子
日
、
有
漢
氏
之
誌
、
以
帯
一
一
品
脆
営
鯨
、
以
草
嬰
常
刻
、

以
履
総
蛍
別
、
以
文
集
営
宮
、
仏
山
中
旬
良
之
諒
也
。
」
(
羽
山
山
一
切
吻
制
限
)
と
あ
る
。
楊
侭
は
之
を
参
照
し
て
遮
ペ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
此
の
慎
子
の
文
は
、
御
覧
引
く

mm
の
文
に
比
し
て
不
完
金
で
あ
b
、
且
つ
二
三
文
字
を
異
に
し
て
ゐ

る
。
楊
注
の
設
に
依
れ
ば
、
「
非
樹
履
」
ー
と
な
b
、
「
非
」
郎
ち
薬
履
、

h

一
棋
は
「
紛
」
却
ち
麻
履
を
以
て
象
刑
と
す

る
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
刑
名
を
紋
主
、
文
の
殻
裁
及
び
意
味
を
失
す
る
。
立
つ
一
般
に
用
ひ
る
履
は

友
は
葛
媛
、
各
は
皮
履
で
あ
る
が
、
践
記
喪
服
小
一
誌
に
、
「
啓
一
設
三
月
、
血
(
大
功
向
者
絡
緩
。
」
と
あ

b
、
孔
疏
は

ぺ
以
麻
縄
怨
膝
。
」
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
之
代
依
れ
ば
麻
践
は
喪
服
に
用
ひ
ら
れ
る
一
も
の
で
あ
き
、
旦
つ
又
、
喪
服

に
は
更
に
粗
末
な
管
嬢
等
、
が
用
以
ら
れ
て
ゐ
る
。
仏
ぬ
等
の
結
よ

b
見
て
麻
援
を
象
滑
に
用
以
る
と
は
考
へ
ら
れ

ぬ
。
部
ち
楊
注
は
以
上
の
二
結
に
於
て
紋
陥
、
が
あ
る
。
増
注
引
く
所
の
祖
稼
の
設
に
、
「
非
部
荊
諜
L

と
、
卸
ち

非
刻
一
耳
目
遁
よ
ら
'
来
た
渓
b
と
見
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
ラ
。
河
楼
秋
宮
大
河
冠
に
述
べ
て
ゐ
る
五
却
に
於
て
は
荊
と
あ

'
夕
、
堂
開
経
呂
刑
に
あ
っ
て
は
別
と
な
っ
て
ゐ
る
。
制
加
と
別
と
は
全
く
同
意
で
あ
る
。
故
に
碍
子
の
文
は
以
上
の
事

項
を
齢
的
す
れ
ば
、
恐
ら
く
「
剤
薬
履
」
と
あ
っ
た
も
の
で
は
な
か
ら
ラ
か
と
思
ム

U

現
在
、
の
有
子
の
文
に
於
て

は
、
部
名
を
脱
落
し
、
立
つ
「
讃
」
の
字
は
m
掛
か
に
設
震
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

五
、
「
殺
瀦
衣
穏
無
純
」
之
一
は
恐
ら
く
路

t

苛
子
の
一
郊
の
姿
の
設
、
で
あ
ら
ヲ
と
思
ム
。

以
上
の
一
訂
正
に
依
っ
て
混
乱
錯
雑
せ
る
碍
子
の
交
が
や
¥
拐
か
に
な
金
、
そ
の
僕
子
と
系
統
を
会
/
1
同
じ
く
す
る
も
の
マ

一
回
一



一
朗
ご

で
あ
b
、
路
っ
て
窃
子
は
慎
子
一
波
の
設
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
乙
と
が
念
t

明
か
に
な
っ
た
と
忠
ム
。
‘
部
ち
慎
子
及

び
之
宮
引
用
し
た
と
見
る
べ
き
有
子
は
共
に
五
到
に
配
堂
し
て
象
刑
を
設
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
白
虎
一
連
五
刑
第
に
は
、

五
刑
を
五
行
、
代
配
し
、
以
て
象
却
炉
一
論
じ
次
の
如
く
一
瓦
O
て
ゐ
る
。

五
帝
蚤
象
者
J

共
衣
服
象
五
一
泊
也
、
犯
選
者
家
市
、
犯
前
者
以
務
蒼
共
衣
、
犯
践
者
以
開
設
蒙
共
演
慮
荷
主
之
、
犯
宮

者
一
波
雑
尿
、
犯
大
停
者
布
衣
-
無
銭
u

(

併
時
一
缶
約
四
矧
け

r
一
例
試
日
間
一
一
切
一
管
初
)

と
、
依
子
及
び
有
子
の
文
に
比
し
て
象
澗
の
内
容
子
一
少
し
く
異
に
し
て
ゐ
る
、
が
、
路
ミ
同
じ
系
統
の
も
の
と
云
ム
と
と
が

出
来
る
。

北
品
品
番
紗
(
斡
…
μ
i

一
鮮
明
)
引
く
所
の
命
番
大
停
に
は
、

庶
良
之
象
加
、
重
衣
冠
異
章
服
、
犯
朗
読
者
蒙
巾
、
犯
例
刑
者
結
実
衣
、
犯
践
者
象
共
演
、
(
叉
云
、
犯
践
者
、
以
塁
際
立
(
践

鹿
市
叢
之
、
)
犯
大
降
者
布
無
領
。

と
、
宮
一
罪
に
謝
す
る
も
の
を
敏
い
て
ゐ
る
が
、
他
は
白
虎
通
の
文
と
み
一
く
同
じ
で
あ
る
。
然
る
に
、
公
羊
待
一
袋
公
二
十
九

年
の
疏
に
引
い
て
ゐ
る
所
の
命
番
大
停
に
は
、

府
提
之
川
家
訓
川
、
上
刑
務
衣
不
純
、
中
刻
一
雑
媛
、
下
一
澗
袋
一
較
。
(
恥
都
抑
制
紘
一
九
位
十
朗
側
一
時
計
ト
U
川
崎
呼
正
)

と
。
前
掲
の
北
堂
書
紗
引
く
所
の
も
の
と
金
く
異
人
y

、
立
つ
五
剤
、
代
配
せ
ず
し
て
、
上
中
下
の
三
苅
に
配
し
て
ゐ
る
。
案

ず
る
に
、
書
紗
引
く
所
の
文
は
恐
ら
く
白
虎
遜
の
文
で
あ
る
の
を
誤
っ
た
も
の
と
え
て
よ
い
と
思
ム
。
注
二
然
ら
ば
、
公

羊
停
疏
、
楊
設
、
御
覧
等
、
が
引
く
mm
の
も
の
、
が
、
鼠
(
の
筒
番
大
停
の
文
な
主
と
し
て
よ
か
ら
う
。
次
に
間
川
雄
湾
関
疏
引
く

所
の
孝
経
緯
に
は
、



上
山
抑
制
論
家
路
次
雑
媛
、
中
界
絡
衣
雑
媛
、
下
界
雑
艇
部
己
。

と
、
緩
め
て
明
般
に
象
刑
事
ピ
示
し
て
ゐ
る
、
が
、
番
待
と
同
じ
く
上
中
下
の
一
一
一
非
に
配
し
て
ゐ
る
。

以
上
の
如
く
象
部
の
内
容
に
関
し
て
は
、
慎
子
及
び
待
子
、
白
虎
遇
、
伶
脊
大
伴
、
孝
経
緯
等
犬
々
些
少
の
相
兵
は
あ

る
、
が
、
何
れ
も
肉
刑
の
代
刑
と
し
て
の
象
刑
を
設
い
て
ゐ
る
結
に
於
て
は
み
一
く
同
一
で
あ
る
、
。
市
し
て
此
の
中
、
保
子
及

び
そ
れ
を
引
用
し
た
裕
子
の
象
刑
の
内
容
が
最
も
基
本
的
な
も
の
と
云
ク
て
よ
か
ら
う
。
放
に
以
下
僕
子
の
文
に
依
ク
て

そ
の
意
を
検
討
す
れ
ば
他
は
告
ら
明
か
に
な
る
乙
と
¥
思
ム
。
然
し
象
刑
は
後
に
迷
べ
る
如
く
、
安
際
に
古
代
に
於
て
行

は
れ
た
も
の
で
な
く
、
思
想
的
に
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
が
故
に
倒
々
の
象
刑
に
ク
い
て
果
し
て
如
何
な
る
意
味
、
が
約

加
芯
れ
て
ゐ
だ
か
は
確
然
と
し
な
い
。
、
が
楊
注
そ
の
他
の
設
拐
を
一
五
と
し
て
概
略
述
べ
て
見
よ
ラ
。

御
覧
引
く
所
の
慎
子
の
文
は
最
も
完
全
な
旦
ハ
ノ
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
之
乞
表
示
す
れ
ば
、

加
刊
誌
非

陵
中

宮月Ij剣
罪罪罪

若草
履桜

文
総
げ

語

大

隊

罪

布

衣

無

領

、

と
な
る
、
選
@
剤
・
別
・
宮
・
大
砕
は

mm
謂
五
飛
で
肉
郊
で
あ
る
。
核
市
・
草
綾
・
苓
履
・
支
持
叶
・
布
衣
無
綴
は
、
会
れ
に
お
す
る
ん

象
別
で
あ
る
。

一
駿
一
巾
と
は
、
楊
訟
に
「
但
以
率
一
巾
・
核
企
ハ
頭
部
己
。
」
と
あ
る
に
依
っ
て
切
で
あ
る
。
部
も
蒸
一
一
色
の
巾
を
以
て
一
設
を
夜
ム
之

一四一一一



一
四
回

と
に
依
っ
て
翠
罪
の
代
刑
左
す
る
の
で
あ
る
c

公
羊
停
琉
引
く
所
の
小
問
書
大
侍
「
下
端
蓋
稼
」
の
注
に
「
際
市
也
。
し
と
あ

る
。
揚
僚
は
隊
を
稜
の
意
に
攻
っ
て
ゐ
る
も
の
¥
様
で
あ
る
。

草
嬰
は
、
萄
子
問
嬰
と
し
、
楊
伎
は
慨
を
汲
に
改
め
、
「
謂
誌
、
緩
茶
布
急
減
収
。
」
と
し
て
ゐ
る
。
鵡
詑
雑
誌
上
代
「
総
冠

繰
綾
O
L

と
あ
b
、
郷
注
に
「
繰
営
念
協
は
麻
帯
経
之
没
、
議
之
設
也
、
謂
存
率
共
布
以
怨
楼
u
L

と
あ
る
。
印
ち
畑
山
に
用
ひ
る

冠
の
援
を
以
て
象
潟
と
し
て
用
ひ
る
乙
と
に
な
b
、
や
L
営
を
失
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
放
に
慌
子
の
草
綾
印
ち
藁
ど

以
て
冠
怒
と
な
す
と
一
疋
ふ
方
が
一
公
営
で
あ
'
夕
、
恐
ら
く
弥
子
は
草
を
設
に
譲
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
ラ
u

要
す
る

に
冠
制
枚
配
務
化
せ
し
め
る
乙
と
に
依
っ
て
射
罪
に
代
へ
る
の
で
あ
る
。

罪
防
脱
に
つ
い
て
は
銃
に
遮
べ
た
所
で
あ
る
。
「
芳
」
に
に
つ
て
は
楊
伎
は
草
履
な
2
9
と
一
去
っ
て
ゐ
る
故
、
菅
液
よ
b
支
に
粗

末
な
菜
履
を
以
て
象
刑
と
な
す
の
で
あ
ら
ヲ
。
純
一
雄
一
諸
白
藤
下
に
「
を
緩
放
経
一
蹴
冠
入
公
円
。
」
と
あ
b
、
郵
注
に
つ

を
或
匁
非
。
」
と
一
去
っ
て
ゐ
る
の
に
依
れ
ば
非
綾
も
亦
喪
服
に
沼
び
ら
れ
、
妥
蛍
を
訣
く
如
く
忠
ば
れ
る
、
が
、
比
蕗
で
は
前

設
の
如
く
最
も
粗
未
な
菜
履
の
意
に
取
っ
て
お
い
て
よ
か
ら
ヲ
。
番
待
・
白
虎
遜
等
は
A
A
V
}
以
て
雑
緩
と
し
て
ゐ
る
。
部

ち
雑
色
の
履
の
意
で
、
仏
凡
な
ら
ば
象
滑
に
用
ひ
る
も
の
と
し
て
公
常
で
あ
ら
ラ
と
思
ム
。

文
椛
に
就
い
て
ん
は
、
楊
訟
に
「
十
九
蒼
白
色
、
品
十
輿
雑
用
紋
也
、
所
以
桜
前
、
芳
以
米
、
大
夫
索
、
土
簿
章
、
今
罪
人
服

之
》
故
以
蒼
白
色
斜
線
也
。
し
(
一
開
館
一
位
)
と
あ
る
に
依
っ
て
切
で
あ
る
ο

部
ち
宮
山
ヂ
ピ
犯
し
た
者
は
そ
の
韓
(
開
皐
・
紋
皆

同
じ
。
)
卸
ち
蔽
膝
の
色
乞
麹
ず
る
乙
と
に
依
っ
て
そ
の
代
却
と
す
る
の
々
あ
る
。

最
後
に
布
衣
無
儀
は
，
弥
子
に
於
て
は
「
緒
衣
無
純
」
と
あ
る
。
領
・
純
共
に
綾
の
意
で
あ
る
。
楊
注
代
は
「
赤
土
染

衣
、
故
回
路
衣
、
純
縁
也
、
殺
之
所
以
呉
子
常
人
之
服
也

J

」
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
布
衣
は
常
人
の
服
、
通
常
純
綾
子
}
有
す



る
も
、
大
勝
罪
を
犯
し
た
者
に
は
之
な
き
」
も
の
を
服
せ
し
め
、
以
て
共
の
代
刑
と
す
る
と
云
ふ
意
で
あ
b
、
芳
子
の
文
に

依
れ
ば
、
一
見
に
色
、
ど
も
滋
ぜ
ん
と
す
る
の
で
、
一

mm
そ
の
立
が
強
く
な
る
。
白
虎
過
は
保
子
と
同
じ
く
、
書
侍
・
孝
経
緯
は

碍
子
に
一
同
じ
で
あ
る
。

以
上
は
保
子
及
び
荷
子
の
文
右
中
心
と
し
て
迷
べ
た
の
で
あ
る
、
が
、
之
に
封
し
て
前
拐
の
ん
川
書
大
伴
・
孝
経
緯
の
文
は

象
制
の
内
容
及
び
そ
の
意
義
代
於
て
は
、

一
一
般
明
瞭
で
あ

p

夕、

旦
つ
徹
底
し
て
わ
て
説
明
を
妥
し
な
い
が
、
恐
ら
く
僕
子

の
如
く
五
刑
に
配
す
る
も
の
、
が
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
忠
ふ
。

以
上
様
め
て
概
略
で
あ
る
が
、
凡
刊
本
刑
訟
の
内
容
及
び
意
義
代
就
い
て
述
べ
た
。
次
い
で
象
刑
訟
の
原
壌
と
も
見
ら
る
べ

き
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
ょ
ラ
。

注
一
、
暴
一
克
の
採
斡
に
係
る
「
義
子
供
文
」
中
に
文
選
投
引
と
し
て
、
「
盤
底
冠
英
章
服
市
民
不
犯
し
な
る
勾
を
翠
げ
て
ゐ
る
。
之
に
依
れ
ば
、

義
子
も
亦
、
家
刑
を
肯
定
し
て
ゐ
る
も
の
λ

様
で
あ
る
。
然
し
此
の
勾
が
果
し
て
義
子
の
言
で
あ
る
か
否
か
に
つ
き
て
は
い
さ
よ
か

疑
黙
が
存
ず
る
の
で
、

A
7
し
ば
ら
く
之
に
は
ふ
れ
ぬ
こ
と
L

す
る
。

注
一
一
、
高
揚
雑
姐
巻
八
鯨
部
に
、
「
杓
門
番
大
博
、
奨
舜
象
湘
犯
護
者
喜
市
」
と
屯
書
妙
に
あ
る
も
の

i

一
部
を
引
い
て
ゐ
る
が
、
之
'
科
書
紗
の

誤
n
J
K
依
っ
て
誤
っ
た
も
の
と
見
る
を
得
る
。

(二〉

唐
虞
象
刑
守
在
論
の
原
嬢

前
節
に
掲
げ
た
誇
設
中
、
窃
子
及
び
謀
議
日
刑
法
志
以
外
の
設
は
、
山
ん
出
唐
漢
詩
代
に
象
刑
が
行
は
れ
た
と
云
ム
設
を
な
す

も
の
で
あ
る
、
が
、
そ
れ
は
果
し
て
何
れ
に
原
擦
を
有
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
。
唐
奨
象
刑
存
在
を
常
定
す
る
も
の
は
、

¥も
2
ノ

、

}

ノ

r

J
h
様
子
、
に
命
事
一
主
人
待
、
年
目
虎
遇
、
(
舵
想
以
外
に
左
の
撃
官
、
が
あ
る
。

一
四
五



一
四
六

四
公
羊
停
一
義
公
二
十
九
年
何
休
注
引
く
所
の
孝
経
緯
の
設
。

孔
子
日
、
一
ニ
皇
設
一
一
一
一
口
、
口
氏
不
透
、
五
帝
堂
島
象
、
世
臓
機
、
一
ニ
王
肉
刑
、
授
溺
加
、
態
世
長
巧
姦
偽
多
。

と
、
之
に
依
れ
ば
、
五
帝
時
代
に
於
て
は
象
剤
、
が
行
は
れ
、
肉
到
の
お
託
生
は
三
支
持
代
に
あ
λ

ソ
と
一
瓦
ム
の
で
あ
る
。

五
周
磁
司
磁
疏
引
く
mm
の
孝
経
緯
。
注
一

f
l
k
、

一
二
皇
無
文
、
五
帝
帯
一
一
品
象
、
一
ニ
支
肉
刑
。

¥
1
ノ六

設
苑
修
文
策
。
(
都
向
)

r
i
¥
、

'
故
主
ハ
民
皆
盛
(
仁
義
、
市
賎
効
利
、
賎
財
初
期
不
争
、
不
字
削
別
強
不
凌
mm
、
来
不
思
茶
宜
介
、
是
唐
虞
所
以
鼠
〈
象
刑
、

市
民
英
敢
犯
法
。

¥
l
Jノ七

春
秋
繁
露
、
王
道
第
六
c

(
萱
一
件
各
)

f
I
E
¥
 

五
山
市
三
豊
之
治
天
下
。
:
:
間
接
虚
、
愛
衣
装
市
民
不
犯
、
:
:
:
。

¥
1
，ノ入

浴
犬
論
、
表
制
第
二
十
。
(
王
符
)

f
i
¥
 無

漫
判
例
市
成
天
下
者
三
車
一
一
也
、
差
別
象
市
化
問
表
者
五
彩
也
、
明
法
禁
市
和
海
内
者
三
玉
也
。

¥
3
ノ九

周
磯
首
問
、
鄭
玄
注
o

f
i
¥
 

弗
佼
冠
飾
者
、
若
削
尚
北
隊
、
表
会
之
内
家
刑
輿
。

と
、
郵
玄
も
亦
明
か
に
古
代
に
象
刑
が
あ
っ
た
と
と
と
乞
肯
定
し
て
ゐ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
，
、
、
，
、

間
前
一
段
文
帝
認
。
(
波
書
刑
法
志
)
(
諸
問
似
淀
む
問
問
臨
時
九
ハ
狩
)

〔
文
帝
〕
部
位
十
一
一
一
年
、
:
・
;
設
下
令
日
、
制
詔
御
史
支
部
専
有
藤
氏
之
時
、
支
衣
冠
兵
家
版
以
匁
致
、
一
郎
氏
弗
犯



何
、
治
之
一
生
也
。

、
と
あ
る
の
は
、
会
く
様
子
の
文
に
依

ο
た
も
の
で
あ
る
。

土
談
番
武
一
帝
紀
、
元
光
元
年
五
月
の
認
。

f
i
¥
 除

問
、
在
庶
底
、
設
象
一
由
民
不
犯
、
(
注
、
陛
訪
日
、
五
済
相
…
帯
一
一
礼
衣
冠
本
服
、
市
民
不
敢
犯
也
J

¥
h
J
J
 

十
一
一
一
一
一
関
志
、
説
明
官
紀
、
青
龍
四
年
の
一
認
。

f
t
¥

ゅ

六
月
壬
中
認
臼
、
有
嵐
氏
設
象
氏
弗
犯
、
周
人
別
錯
一
郎
不
用
、
:
:
:
。

と
。
以
上
、
が
管
見
代
入
っ
た
主
な
も
の
で
あ
る
、
が
、
決
代
に
至
っ
て
、
此
の
設
最
も
流
行
し
、
文
帝
十
三
年
代
、
安
太
倉

令
淳
子
公
、
が
界
有
ク
て
澗
せ
〉
b
ん
と
し
た
時
、
そ
の
女
、
上
書
し
て
父
の
罪
を
許
ヨ
れ
ん
と
と
を
乞
う
た

0

・
帝
之
を
憐
ん

¥
h
J
J‘‘ 

で
砂
地
代
十
も
に
掲
げ
た
如
、
3
認
を
後
し
て
肉
刑
を
癒
し
、
代
加
を
一
行

ο
た
事
、
が
漢
書
刑
法
志
に
出
て
ゐ
る
o

注
二
之
が
史
賓

と
し
て
肉
剤
、
が
嬢
せ
ら
れ
た
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
盆
ー
此
の
象
潟
設
は
盛
行
し
た
も
の
L
様
で
あ
る
。

日
疋
等
は
何
れ
も
現
在
致
問
経
舜
典
、
注
一
一
一
代
、

象
以
典
剤
、
流
宥
五
刑
、
鞭
作
官
別
、
一
朴
作
数
潟
、
金
一
作
嬢
剤
、
生
災
隷
数
、
佑
終
版
刑
、
欽
哉
欽
哉
、
佐
刑
之
他
哉
。

ヘ
今
文

J
1災
感
激
」
を
/

守
管
裁
過
赦
」
に
作
る
と

'

e

¥

と
あ
る
に
接

σ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
の
丈
は
支
那
刑
法
と
し
て
典
籍
に
現
は
れ
た
最
古
の
も
の
で
、
此
の
各
匂
ほ
夫
，
Q

穏
々
の
問
題
を
提
供
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
)
今
問
題
に
友
る
の
は
、
そ
の
第
一
匂
「
象
以
血
(
飛
」
で
あ
る
。
漠
代
の
唐

虞
象
潟
存
在
設
を
主
張
す
る
も
の
L
原
壌
は
寅
に
此
慮
に
あ
る
。
市
し
て
同
じ
く
盆
稜
一
注
四
に
は
、

帝
日
、
通
股
徳
，
時
乃
功
縫
紋
~
内
事
陶
方
一
紙
臨
叫
が
松
方
施
象
潟
…
唯
一
切
。
(
1
白
羽
均
一
一
弓
仰
い
)

四



一
一
出
八

と
あ
る
に
依
っ
て
、
舜
血
〈
の
勾
と
仏
ん
の
勾
と
を
連
繋
せ
し
め
℃
象
を
以
て
幸
一
品
の
意
に
解
し
、
発
舜
時
代
に
象
潟
が
あ
っ
た

ま
す
る
の
で
あ
る
。
孝
経
緯
、
滋
夫
論
等
が
「
五
帝
蚕
象
」
曹
と
す
る
の
は
邸
ち
是
で
、
抱
の
設
も
亦
此
の
意
で
あ
る
乙
と

mm
か
で
あ
る
。
氏
の
事
は
、
合
平
持
薬
公
二
十
九
年
琉
引
く
所
の
笠
宮
大
停
の
匂
街
)
が
「
唐
停
臼

J

と
し
て
あ
、
，
夕
、

立
り
波
書
淵
訟
志
は
、
碍
子
の
訟
に
讃
し
、
そ
の
一
訟
を
掲
げ
、
失
い
で
「
所
誇
象
刻
健
明
者
、
一
一
一
一
ロ
象
天
道
部
作
潟
、
安
有

罪
緩
瀦
衣
者
裁
に
と
論
じ
て
み
る
。
書
俸
は
発
品
ハ
を
説
明
す
る
に
蛍
り
て
象
刑
設
を
志
し
て
を

b
、
刑
法
志
の
「
象
剤
惟

明
」
は
盆
稜
の
勾
で
あ
る
故
1

以
て
淡
代
の
象
潟
論
者
、
が
盆
稜
の
象
刑
を
所
謂
象
苅
の
意
に
解
し
、
舜
血
(
の
文
と
結
び
つ

け
て
癒
虞
時
代
に
象
刑
が
行
は
れ
た
と
論
じ
た
も
の
で
あ
る
之
と
を
知
る
之
と
、
が
出
来
ゃ
う
。

以
上
は
文
献
的
原
壌
で
あ
る
、
が
、
次
に
是
等
の
設
の
理
論
的
原
壌
と
も
兎
ら
る
べ
き
も
の
は
、
太
卒
御
覧
引
く
所
の
向

番
大
停
に

・
以
居
州
壁
、
部
氏
恥
之
‘
〔
注
〕
'
時
人
的
徳
義
主
犯
一
刑
者
、
但
易
之
奈
良
大
恥
。
(
献
師
団
如
何
認
炉
一
h

く
所
の
婁
俸
は
勺
以
L

以
下
を
続
い
て
ゐ
る
。
萄
子
核
保
注
/

引
く
併
の
勢
俸
は
太
平
御
覧
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
0

¥

と
あ
ム
リ
、
又
公
平
侍
褒
公
二
十
九
年
何
休
注
引
く
所
の
孝
一
経
緯
針
)
の
統
に
、

中
一
一
同
一
一
一
皐
之
持
、
天
下
醇
粋
、
:
:
・
企
(
若
設
一
一
一
一
同
氏
無
達
者
、
是
以
不
努
制
剤
、
故
日
三
長
設
一
一
一
一
口
氏
無
蓬
也
、
主
(
五
常
之
持
、

禁
浜
巴
簿
、
故
設
象
刑
以
…
安
井
、
恥
、
営
幸
之
入
、
煩
市
従
之
、
疾
之
話
機
。
(
搬
は
蹴
腕

r…
略
的
酬
糊
i
q
v
州
市
)
故
日
五
-
常

設
象
、
世
間
刷
機
、
:
:
:
一
一
一
王
之
時
、
劣
博
己
接
、
故
作
肉
別
以
威
恐
之
・
:
。

と
あ
る
に
依
ク
て
mm
か
で
あ
る
。
部
ち
上
代
に
於
て
は
、
民
緩
め
て
醇
撲
で
あ
っ
た
が
魚
に
設
一
寸
前
の
み
で
敢
て
罪
を
犯
す

者
が
無
か
っ
た
が
、
五
滑
時
代
に
至
る
と
、
や
¥
そ
の
風
変
へ
だ
け
れ
ど
も
‘
向
徳
義
bA}
詫
び
、
恥
を
重
ん
じ
た
。
放
に



罪
を
犯
す
者
が
あ
れ
ば
、
之
に
相
営
す
る
象
刑
を
行
ム
之
と
に
依
ク
て
、
民
之
を
恥
わ
h
J

、
刑
罰
の
威
行
は
れ
、
罪
を
犯
す

者
少
な
く
.
没
、
が
よ
く
治
っ
た
。
然
る
に
一
一
一
王
時
代
に
主
る
と
民
心
い
よ
/
¥
稀
薄
に
な
虫
、
象
刑
如
、
3
も
の
で
は
治
ま

ら
な
く
な

b
此
庭
に
肉
刑
が
生
じ
、
以
℃
氏
を
威
恐
す
る
事
に
依
つ
て
は
的
を
治
め
た
と
一
瓦
ふ
の
で
あ
る
。
支
に
前
掲
の
孝

経
緯
、
滋
夫
論
、
設
苑
等
の
訟
も
亦
之
を
以
て
理
論
的
根
壌
と
し
て
ゐ
る
。

以
上
は
象
刑
制
度
、
が
上
代
に
あ
っ
た
と
一
五
ふ
設
の
原
擦
に
う
い
て
概
略
を
述
べ
た
の
で
あ
る
、
が
、
次
に
有
子
の
之
に
お

す
る
批
邦
訳
つ
い
て
考
察
し
ょ
ラ
。

注
一
、
周
綾
地
官
保
氏
続
、
孝
経
総
援
紳
契
の
文
を
引
い
て
ミ
一
一
…
皐
無
文
。
」
と
あ
る
。

故
に
此
の
文
も
亦
恐
ら
く
は
援
紳
契
の
文
で
あ
ら
う
。

注
二
、
此
の
事
件
の
詳
細
並
び
に
そ
の
代
荊
は
刑
法
志
に
詳
か
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
。

注
一
一
一
、
現
在
舛
典
は
備
作
者
が
謹
典
よ
n
y
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
此
勾
は
、
一
克
義
典
の
中
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
公
羊
俸
疏
街

番
大
博
を
引
い
て
つ
麿
一
捕
昨
日
」
と
し
て
ゐ
る
。
前
し
て
書
俸
の
文
は
恐
ら
く
次
の
勾
を
設
問
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
故
に
今
文
惣
に
於

て
は
此
勾
は
発
典
・
中
に
あ
っ
た
と
見
る
と
と
が
出
来
ヂ
う
。
跨
っ
て
畏
古
文
も
亦
同
じ
く
完
典
中
に
あ
り
し
も
の
と
断
じ
て
よ
か
ら

。
λ
ノ

詰
問
、
伏
生
の
今
文
筒
警
に
は
益
稜
が
な
い
。
孔
獲
古
文
に
は
勺
棄
穣
」
あ
る
も
亡
び
、
現
在
傍
古
文
中
に
あ
る
益
稜
一
鰐
は
傍
作
者
が
卒

陶
諜
よ
り
分
離
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
市
し
て
比
勾
の
下
一
匂
は
、
白
虎
通
事
人
策
、
新
序
節
士
策
等
に
引
い
て
ゐ
る
所
よ
り

見
れ
ば
、
次
匂
は
今
文
並
び
に
口
県
古
文
に
存
在
し
、
且
つ
皐
栴
諜
中
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

一
勾
の
み
で
は
あ
る
が
、
此
の
文
と
同
じ
で
あ
る
。

一一一

象
刑
論
は
先
奏
時
代
に
於

J1
抵
抗
に
儀
子
一
波
が
盛
に
唱
導

L
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
之
に
艶
し
萄
子
は
そ
の
刑
法

論
的
見
解
主

b
之
を
批
判
列
し
反
駁
し
て
ゐ
る
。
邸
ち
正
論
篇
中
の
一
文
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
そ
の
論
黙
を
分
析
し
り
、
、

萄
子
の
象
刑
否
定
論

一
四
九



予
一
五

O

考
察
し
て
行
か
う
。

¥
3
J
J
 一ι

以
急
治
邪
‘
則
入
国
英
鰯
罪
、
非
瀦
不
用
ぬ
剤
、
赤
不
用
象
刑
失
o

f
t

、、、
と
、
完
全
に
世
、
が
治
ま
れ
ば
、
罪
キ
ゲ
一
犯
す
も
の
な
く
、
隠
っ
て
肉
苅
は
勿
論
、
象
刑
も
用
ひ
る
姿
、
が
な
い
。
日
疋
れ
潟
の
理

想
と
す
る
所
で
有
子
も
宥
坐
第
及
び
議
兵
第
に
於
て
、
溺
の
理
想
と
し
て
、
「
威
属
部
不
試
、
訓
川
錯
而
不
用
。
」
な
る
勾
bA}

前
者
は
孔
子
の
一
一
一
一
口
と
し
て
、
後
者
は
「
停
日
」
と
し
て
遮
べ
て
ゐ
る
。
一
関
第
共
に
直
接
有
子
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
は
な

い
が
、
初
子
の
一
一
一
一
悶
に
依
っ
て
門
弟
が
訴
し
た
も
の
で
あ
る
乙
と
は
疑
ム
絵
地
が
衣
い
と
思
ム
。
有
子
の
刑
法
の
恕
恕
は
実

に
此
彪
に
あ
る
。
恐
ら
く
現
代
刑
法
に
於
て
も
、
そ
の
理
想
と
す
る
所
は
此
慮
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
来
し
て
か
く
の

如

3
完
全
な
治
世
で
あ
る
な
ら
ば
、
刑
に
鱗
る
¥
も
の
が
な
い
故
、
を
く
刑
を
用
ひ
る
必
要
が
-
な
い
で
あ
ら
ヲ
。
荷
く
も
象

潟
を
究
施
す
る
以
上
、
五
刑
b
n
一
犯
す
者
、
が
あ
る
乙
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
の
五
刑
を
犯
す
者
に
劃
し
て
象
刑
の
如
き
も
の
を

行
ふ
の
は
、
盆
t

犯
罪
者
そ
増
加
せ
し
む
る
所
以
で
、
期
か
る
刑
が
上
古
に
於
て
行
は
れ
た
と
は
信
じ
ら
れ
ぬ
と
云
ム
の
で

あ
る
。
布
子
の
刑
法
観
の
特
質
は
総
数
第
一
主
義
で
あ
b
、
次
い
で
威
刑
厳
刑
を
極
力
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
是
れ
一
一
見
、

儒
家
思
怨
と
法
家
思
想
と
の
折
衷
の
如
く
見
ら
れ
る
が
、
芳
子
の
威
刑
巌
刑
主
義
は
法
家
思
想
の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
兵

っ
て
ゐ
る
放
に
忠
は
れ
る
。
「
治
之
経
雄
山
県
刻
、
君
子
以
俗
、
百
姓
以
察
、
明
徳
俣
潟
、
関
家
阪
治
的
海
半
。
L

一
成
相
篇
)
と
あ

b
、
「
不
敬
市
諒
即
刻
繁
市
邪
不
勝
、
敬
市
不
誌
別
姦
氏
不
徴
J
(
宮
間
的
箔
〉
、
と
一
瓦
仏
、
又
「
消
威
者
也
、
別
川
侮
者
mm
。
」
(
議
兵

第
)
、
寸
治
則
刑
重
、
刷
札
制
川
刑
一
般
‘
犯
治
之
罪
問
重
.
犯
範
之
提
出
駿
c
」
(
正
論
結
)
伶
一
一
寸
と
遮
べ
て
ゐ
る
中
に
も
そ
の
一
斑
を

う
か
ピ
ム
乙
と
、
が
出
来
や
ヲ
。
か
く
の
如
主
見
地
よ

b
見
れ
ば
、
五
刑
ど
犯
し
た
者
代
一
象
刑
を
-
諜
す
る
、
が
如
主
一
帯
は
決
し
て

威
刑
殿
刑
と
は
一
式
へ
泊
。
降
っ
て
象
潟
の
如
き
も
の
、
が
行
は
れ
る
時
代
は
決
し
て
治
世
と
は
云
へ
ぬ
と
云
ふ
の
で
あ
る
♀



二
以
怨
入
或
鮒
界
央
、
市
泣
軽
共
刑
、
然
別
是
殺
人
者
不
死
、
傷
入
者
不
刑
也
、
非
歪
霊
前
刑
主
程
、
席
人
不
知
一
必

央
、
乱
英
大
蒜
‘
凡
刑
人
之
本
、
禁
古
都
惑
謡
、
立
徴
共
未
也
。

と
、
刑
の
目
的
は
、
「
禁
来
忍
謡
、
旦
徴
共
末
、
」
に
あ
る
。
然
ら
ば
象
郊
の
如
、
3
も
の
は
、
氏
の
目
的
に
沿
は
ず
、
か
¥

る
制
、
が
行
は
る
¥
時
は
)
氏
は
惑
の
惑
だ
る
を
知
ら
ぎ
る
に
歪

b
、
世
乱
る
k

所
以
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

¥
h
J
J
 

一
ニ
殺
入
者
不
死
、
市
傷
入
者
不
刑
、
是
認
窓
恭
部
究
賊
、
非
惑
謡
、
:
・
:
治
古
不
然
、
凡
傍
列
官
、
実
慶
刑
罰
皆
報

f
t
t
¥
 

也
、
以
類
初
従
者
弘
、
一
物
失
格
飢
之
端
也
、
:
:
・
部
不
常
罪
、
不
祥
英
大
湾
、
:
:
:
殺
人
者
死
、
傷
入
者
刻
、
是

百
五
之
之
所
問
、
米
有
知
共
由
来
者
也
、
刑
務
罪
則
治
、
不
穏
罪
別
儀
。

と
、
氏
は
澗
の
本
質
上
よ

b
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
刑
の
本
質
は
惑
に
針
す
る
忍
反
腹
、
邸
ち
熔
報
で
あ
る
と
し
、
そ
れ

が
治
古
に
は
完
全
代
行
は
れ
て
ゐ
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
懸
報
観
念
は
人
間
の
本
能
的
性
質
で
あ
b
、
態
報
の
一

形
態
で
あ
る
復
讐
は
最
も
原
始
的
な
刑
罰
で
あ
り
て
、
人
類
の
お
拭
生
と
共
代
行
は
れ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。
刑
の
本
質
が

e

態
報
主
義
に
あ
る
之
と
は
、
氷
一
一
泡
に
援
は
ら
ぎ
る
真
理
と
一
去
ふ
べ
き
で
あ
〉
b
ヲ
。
「
殺
人
者
死
、
傷
入
者
刑
、
是
百
王
之
所
用

塩
。
」
と
は
此
を
一
去
ク
た
も
の
で
あ
る
。
原
始
民
族
に
於
け
る
潟
は
、
多
く
私
刑
及
び
集
図
的
制
裁
で
あ
る
。
此
の
時
代
代

於
て
は
、
勿
論
そ
の
基
底
と
な
る
も
の
は
、
態
報
観
念
で
あ
る
、
が
、
一
定
の
規
制
を
有
せ
ず
、
良
出
比
行
は
れ
た
。
併
し

民
族
、
が
一
定
の
一
祉
会
及
び
図
家
組
織
を
構
成
す
る
に
至
れ
ば
、
図
家
並
び
に
一
位
舎
の
秩
序
維
持
の
ゑ
に
刑
の
規
定
、
邸
ち

法
律
、
が
設
定
芯
れ
、
之
に
基
い
て
刑
が
施
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
枇
舎
の
制
度
・
思
想
・
文
化
・
風
俗
等
の
復
雑
化
と
共

に
、
犯
罪
そ
の
も
の
¥
性
質
は
懸
じ
て
、
そ
之
に
様
々
玄
僚
件
、
が
加
へ
ら
れ
る
乙
と
は
云
ふ
を
侯
だ
ね
、
が
、
そ
の
本
質
的

基
底
を
な
す
も
の
は
態
報
観
念
で
あ
る
。
之
に
関
し
て
奇
子
は
、

五



事
一
五
二

加
営
努
刻
威
主
不
営
努
刻
侮
、
:
:
:
古
者
刑
不
遜
制
作
，
:
:
:
故
殺
共
父
市
長
英
子
、
殺
共
兄
市
区
共
弟
、
・
:
:
(
君
子
篇
)

と
、
古
の
事
変
に
徴
し
〈
世
襲
族
滅
の
制
度
を
排
撃
し
℃
ゐ
る
。
浩
一
之
も
亦
予
却
の
態
報
観
念
よ
b
出
脅
し
た
論
で
あ

ら
《
ノ

0

以
上
の
如

3
却
の
本
笈
上
よ
長
見
て
、
象
形
設
を
駁
し
て
ゐ
る
の
が
氏
の
勾
で
あ
る
。

¥
}
ノ四

故
治
則
川
淵
章
一
、
乱
期
消
稜
、
犯
治
之
罪
田
章
、
犯
箆
之
努
国
経
也
、
書
日
刑
罰
世
軽
世
重
、
氏
之
謂
也
o

rr
‘t
¥
 

と
‘
仏
仙
の
勾
の
前
年
は
前
に
'
淡
に
引
い
た
が
も
有
子
は
像
世
に
於
て
は
刑
繁
え
し
て
漫
‘
治
世
に
於
て
は
潟
簡
に
し
て
巌

な
b
と
一
五
ふ
思
想
の
下
代
、
象
苅
の
如
き
法
が
用
以
ら
れ
る
の
は
、
澗
を
複
雑
化
し
、
立
つ
漫
に
す
る
所
以
で
、
決
し
て

治
散
と
は
一
一
品
へ
ね

Q

閥
乱
れ
、
郊
の
威
行
は
れ
ず
、
犯
罪
者
、
が
縁
由
も
す
る
に
至
b
、
潟
を
行
p
p
に
堪
へ
ら
れ
な
く
な
っ
た

結
果
、
象
加
の
如
き
方
法
、
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
、
治
古
に
於
て
か
、
、
4
0
潟
が
行
ほ
れ
た
と
す
る
の
は
、
日
疋
枕
一
寸
象

邪
論
者
、
が
白
己
の
設
を
権
威
あ
ら
し
め
ん
が
免
の
手
段
に
過
ぎ
ぬ

Q

決
し
て
治
古
に
於
℃
象
刑
の
如
き
」
も
の
が
あ
っ
た
と

は
信
じ
ら
れ
ね
と
一
式
ム
の
で
あ
る
。
来
日
経
の
「
刑
問
剤
散
駿
章
一
」
な
る
勾
は
呂
刻
中
に
あ
る
が
、
此
の
匂
の
な
を
孔
停
は

「
一
一
一
一
日
対
部
際
世
軽
重
也
、
刑
新
協
同
加
駿
典
、
刑
刷
航
路
用
重
点
(
、
対
平
協
問
畑
中
島
(
。
」
と
し
て
ゐ
る
。
之
は
府
組
組
大
一
一
吋
悲
の
文

代
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
は
局
織
の
郷
注
に
つ
説
協
築
殺
銭
迩
之
路
、
用
軍
兵
者

v

以
共
牝
謀
、
伐
滅
之
。
ー
一
戸
獄
図
者
新

幹
地
‘
立
芳
之
閥
、
用
戦
法
者
、
震
歩
、
民
未
管
於
敬
一
。
」
「
卒
随
一
水
平
守
成
之
儲
也
、
用
中
地
(
者
、
常
行
之
法
。
」
と
あ
る
に

依
ク
て
で
あ
る
。
孔
停
は
此
の
議
開
勾
の
立
を
か
く
解
し
た
の
で
あ
る
、
之
に
お
し
て
初
予
は
前
代
遺
べ
だ
如
く
全
く
反
封

の
解
稼
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
)

然
る
に
之
を
事
貨
に
就
い
て
考
察
す
る
に
)
前
川
総
一
秋
守
山
川
，

m
k掲
げ
て
ゐ
る
は
別
の
五
潟
の
係
自
は
、

部一…
mw
五
百
、
財
界
五
百
、
官
界
五
百
、
加
界
五
百
、
殺
非
五
一
白
c



で
、
之
は
潟
初
の
却
に
ハ
/
い
て
漣
べ
た
も
の
で
あ
る

J

局
穆
王
の
持
、
閣
内
観
れ
、
人
心
不
安
に
陥
り
た
怨
、
市
伎
に
命

じ
て
制
せ
し
め
た
刑
は
、
設
経
呂
刑
に
依
れ
ば
、

剛
一
税
関
之
局
千
、
制
刑
罰
之
版
刷
千
、
刑
罰
之
廃
五
官
、
宮
部
之
勝
三
官
、
大
時
之
部
主
ハ
麗
二
百
、
五
加
之
局
三
千
、
・

と
あ
る
。
此
の
一
問
者
を
比
較
す
る
に
、
呂
刑
は
照
雄
代
比
し
て
、
そ
の
呂
取
に
於
て
五
百
の
増
加
を
見
て
ゐ
る
が
、
官

界
、
大
府
非
の
如
き
章
一
採
に
就
い
て
は
、
前
者
は
二
百
、
後
者
は
三
宮
市
乞
減
じ
、
附
一
虫
剤
等
の
軽
界
代
於
て
著
し
く
増
加
し

て
ゐ
る
。
之
に
依
っ
て
一
流
へ
ば
、
比
率
の
上
よ
b
見
て
呂
潟
は
決
し
て
業
部
で
は
な
く
し
て
、
周
初
の
刑
に
比
し
て
、
迄

か
に
駿
刑
で
あ
b
、
立
。
繁
雑
な
る
刑
で
あ
る
と
一
五
ム
ペ
く
、
啓
子
の
治
世
刑
省
主
て
威
あ
λ
y

、
乱
世
消
繁
し
く
て
威
な

し
と
云
ふ
思
想
に
令
致
す
る
。
部
ち

今
之
世
知
不
然
、
箆
北
〈
敬
、
繁
立
〈
刑
、
共
民
迷
惑
市
随
一
一
為
、
別
別
従
十
即
刻
川
之
、
是
以
刑
誠
繁
市
邪
不
勝
。
(
湾
生
篇
)

と
一
広
川
ω
守
治
則
刑
輩
、
乱
期
消
軽
」
正
一
広
ふ
説
記
令
致
す
る
。
後
談
番
態
徴
俸
を
見
る
に

散
議
日
、
:
:
:
孫
郷
亦
去
、
九
制
刑
之
本
、
将
以
禁
暴
慈
、
五
懲
共
未
也
、
:
・
:
殺
入
者
死
、
傷
入
者
刑
、
氏
百
五
之

定
制
、
存
法
之
成
科
、
:
:
:
犬
特
化
期
刑
意
六
時
鋭
即
刻
軽
、
書
日
、
沼
田
出
世
軽
世
童
、
氏
之
謂
也
。
」

と
、
之
は
金

C
有
子
の
一
諸
に
依
り
た
も
の
で
、
そ
の
ま
間
経
の
勾
意
も
亦
萄
子
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
又
漠
卦
一
一
日
溺
訟
士
山
も
亦

此
の
書
匂
を
引
い
て
萄
子
の
一
語
そ
以
て
設
現
し
て
ゐ
る
。
之
に
依
り
て
、
態
効
並
び
に
斑
留
の
時
一
一
日
設
に
は
奇
子
の
量
一
日
設
に

同
じ
く
、
古
文
設
で
あ
る
孔
停
と
異
る
も
の
が
あ
b

之
を
級
一
一
一
一
目
す
れ
ば
、
斑
国
¥
態
劫
は
卦
一
一
日
経
に
於
て
は
今
文
家
で
あ

b
、
そ
の
設
の
璃
茅
法
般
に
有
子
に
あ
り
だ
と
推
定
す
る
乙
と
、
が
出
来
ゃ
う
。
そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
以
上
の
設
切
に

依
台
、
荷
予
の
刑
法
論
法
、
理
論
的
に
も
、
又
史
実
的
に
も
尖
営
な
る
も
の
と
云
ム
ベ
〈
、
彼
は
止
を
以
℃
書
怒
の
意
志

一五一一一



一
五
四

b
と
解
し
た
の
で
あ
ら
う
。
此
の
結
よ

b
見
て
も
、
象
刑
が
治
古
に
於
て
行
は
れ
得
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
る
乙
ど
を
詮

拐
す
る
乙
と
が
出
来
や
ラ
。
注
二

以
上
の
四
鈷
よ
b
、
待
子
は
次
の
如
き
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
邸
ち
、

ξ

一
判
一
故
象
加
川
非
生
於
治
古
、
並
(
是
認
)
起
於
箆
今
也
c

と
。
此
の
勾
は
二
の
後
に
接
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
が
，
之
は
初
子
の
本
込
一
酬
の
結
論
で
あ
る
故
に
、
便
宜
上
、
此
慮
に
廻
し

f
I
¥
 

た
の
で
あ
る
J

之

に

就

い

て

は

最

早

設

拐

を

姿

し

衣

い

と

忍

ふ

。

.

荷
予
は
右
の
四
個
の
理
由
に
依
り
て
、
治
古
象
形
存
在
論
に
反
お
し
て
ゐ
る
が
、
帯
一
一
日
経
舜
血
〈
並
び
に
盆
稜
の
匂
と
の
騎

闘
に
つ
い
て
は
何
等
論
及
し
て
ゐ
る
な
い
。
郎
ち
先
秦
持
代
に
於
け
る
慎
子
一
一
以
の
象
邪
論
は
玄
関
経
と
の
関
係
な
く
、
山
平
に

思
想
的
に
考
究
主
れ
、
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
久
ノ

0

然
る
に
命
番
大
待
等
渓
代
の
象
刑
論
者
、
が
、
之
を
以
て
事
一
一
日
経

と
結
び
付
け
て
此
の
設
を
安
鐙
し
、
権
威
あ
ら
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
ら
ラ
。
然
ら
ば
、
幸
一
日
経
舜
典
、
及
び
盆
稜
は
来
し

て
象
刑
訟
の
所
謂
象
刑
と
関
係
あ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
以
下
少
し
く
之
に
就
い
て
考
察
し
、
結
論
に
及
ば
ヲ
。

注
一
、
「
殺
其
父
庇
其
子
」
と
は
舜
の
飯
・
再
に
封
ず
る
事
を
指
し
、
「
殺
其
兄
区
其
弟
」
と
は
m川
公
の
管
叔
・
康
叔
に
謝
す
る
ん
殺
を
指
し
た
り

で
あ
ら
う
、
〔
ぬ
mMm
注
〕
。

注
二
)
漢
警
刑
法
志
は
、
局
総
の
五
刑
を
以
て
つ
刑
卒
邦
用
中
典
。
」
と
し
、
品
川
川
を
以
て
、

J
消
龍
邦
府
議
典
O
L

と
し
て
ゐ
る
。
之
は
前

連
の
如
く
、
昨
m
E
数
の
上
か
ら
の
み
見
た
も
の
で
、
安
訴
で
は
な
い
。
荷
子
は
正
名
第
に
於
て
、
「
後
玉
之
成
名
、
刑
名
従
前
O
L

と

去
ひ
、
警
扱
肢
常
に
、
「
殿
部
有
倫
。
」
勢
と
去
っ
て
ゐ
る
。
般
的
別
に
つ
い
て
は
、
呂
兵
器
秋
孝
行
覧
孝
行
揺
に
寸
前
零
日
、
約
一
一
一
一
白
、

知
英
議
於
不
孝
O
L

と
あ
る
。
之
K
依
れ
ほ
股
刑
の
捺
自
は
概
数
一
一
一
百
と
な
る
課
で
あ
刊
日
、
そ
の
籾
自
に
つ
い
て
は
明
か
で
な
い

が
.
初
予
汰
び
寄
艇
の
文
に
依
れ
ば
，
極
め
て
秩
序
あ
る
、
瓦
ヲ
初
予
の
刑
法
論
の
理
想
に
令
す
る
が
如
き
っ
簡
に
し
て
威
」
な
る

刑
で
あ
ヲ
た
ら
う
ζ

と
は
、
略
t

推
定
出
来
る
左
足
rr
。…
U
A
粥
に
就
い
て
は
、
周
綾
一
一
向
刑
の
鱗
控
に
ベ
一
百
一
点
剤
、
大
幹
二
百
、
膝
伴
三
官
、



営
幹
五
官
、
射
義
各
千
、
制
刈
別
務
鳴
、
腕
諮
刑
罰
サ
ト
斡
世
護
者
也
。
い
と
あ
る
。
之
は
日
刑
に
於
け
る
五
刑
の
僚
自
に
、
っ
排
舟
五
百
、

宮
件
三
百
O
L
と
あ
る
を
諜
倒
し
、
制
仰
を
臓
と
し
た
の
み
で
、
他
は
会
く
同
じ
く
、
一
一
一
千
の
保
昌
を
数
へ
て
ゐ
る
。
之
れ
鄭
玄
は
呂
加

の
番
序
に
つ
割
支
賦
泊
、
作
品
加
。
し
と
あ
る
に
依
っ
て
、
品
加
の
五
加
を
以
て
夏
刑
と
し
て
迷
べ
た
の
で
あ
ら
う
。
然
し
書
序
に
於

て
は
、

J
削
夏
服
刑
L

・
と
あ
っ
て
、
目
別
の
蹴
刑
制
度
が
、
略
1

一
具
別
に
依
っ
た
と
と
を
示
し
て
は
ゐ
る
が
、
五
刑
の
僚
自
が
友
刑
に

依
ワ
た
と
は
示
し
て
ゐ
な
い
。
況
ん
や
骨
の
設
は
設
く
は
信
ず
る
に
足
り
ぬ
も
の
故
、
自
刑
の
五
加
を
以
て
夏
刑
な
り
と
す
る
鰯

玄
設
は
誤

p
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

、E
J
J四

f
i
¥
、

先
に
引
用
し
た
波
書
刑
法
志
の
「
所
謂
象
刑
惟
明
者
、
一
一
一
一
印
象
天
道
部
作
刑
、
安
存
非
膝
緒
衣
者
哉
。
」
な
る
論
は
、
前
述

の
如
く
漢
代
象
刑
論
者
、
が
金
利
伎
の
象
刑

E
以
て
代
刑
と
し
て
の
象
刑
の
意
に
解
し
て
ゐ
た
事
貨
を
詮
明
し
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る
。
市
し
て
之
に
依
れ
ば
、
刑
法
志
は
余
波
の
「
象
」
そ
以
っ
て
「
象
天
道
」
と
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
孔
安
間
体
は
、
金
制
棋
の
匂
に
封
し
、
「
於
四
方
又
施
共
法
刑
、
皆
明
白
υ

」
と
侍
し
て
ゐ
る
。
却
ち
「
象
潟
」
を

以
〈
「
法
刑
」
の
意
に
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
又
舜
血
(
の
よ
水
以
血
(
刑
」
に
封
す
る
孔
俸
は
、
「
象
法
也
、
法
用
常
刑
、
用

不
越
法
」
と
侍
し
て
ゐ
る
。
孔
穎
遠
の
命
事
一
一
日
正
義
は
全
く
之
に
依
っ
て
ゐ
る
。
部
ち
「
象
」
を
以
て
何
れ
も
「
別
法
」
の

義
に
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
刑
法
志
の
設
も
路
t

之
と
向
義
と
一
去
ム
乙
と
、
が
出
来
ゃ
う
。
之
に
劃
し
て
、
楽
停
は
、
「
象
、

知
夫
霊
象
以
一
不
入
じ
と
し
て
ゐ
る
。
邸
ち
「
象
」
を
以
て
「
告
示
の
義
代
解
し
て
ゐ
る
。
之
は
周
穫
秋
官
大
江
川
乏
に
、

正
月
之
吉
、
始
和
布
刑
子
邦
図
都
即
時
、
乃
綴
刑
象
之
濃
子
象
貌
‘
佼
寓
民
税
刑
象
、
挟
日
荷
数
之
。
ー
一

、
ど
あ
る
に
一
暗
合
す
る
訟
で
あ
る
。
部
ち
幸
一
一
日
経
の
「
象
ー
一
に
つ
い
て
‘
路
t

三
設
、
が
あ
る
。
所
説
象
刑
論
者
の
「
霊
象
」
と
す

る
設
、
孔
停
の
如
く
「
刻
法
」
と
す
る
設
、
及
び
茶
沈
の
如
く
「
ル
一
口
一
不
」
の
義
に
と
る
も
の
と
で
あ
る
。
市
し
て
、
，
日
疋
等

↓
五
五

話
回
艇
の
象
刻
、
結
論



一
五
六

の
設
の
中
、
書
経
の
文
と
し
て
は
孔
俸
の
設
最
も
尖
営
と
一
疋
ム
ベ
く

E

古
来
諸
家
の
擦
る
庭
で
あ
る
あ
る
。
「
象
」
を
以
て

「
妻
象
」
と
え
ん
と
す
る
に
至
。
つ
て
は
、
甚
だ
し
き
曲
解
と
一
五
は
ぎ
る
を
符
旧
制
。
部
ち
渓
代
の
象
一
苅
論
者
が
、
偶
然
「
盆

稜
L

ゃ
に
「
象
淵
」
な
る
語
、
が
あ
っ
た
が
ゑ
に
、
之
を
以
て
mm
謂
代
刑
の
意
に
於
け
る
象
刑
友
金
と
解
し
、
以
て
舜
典
の
文

を
之
に
結
び
付
け
て
、
依
ク
て
唐
虞
時
代
に
象
剤
、
が
行
は
れ
た
と
云
ム
乙
と
を
強
ひ
て
設
現
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
害
経
の
口
県
の
意
味
、
が
明
か
に
衣
る
と
共
に
此
の
原
擦
は
破
し
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

肢
に
象
刑
論
の
原
嬢
た
る
恐
論
的
校
擦
は
芳
子
代
依
っ
て
粉
砕
さ
れ
、
喰
一
の
校
援
だ
る
舜
地
(
盆
税
の
文
も
亦
極
め
て

怪
し
く
￥
寧
ろ
そ
の
反
設
を
な
す
も
の
と
忠
は
れ
る
に
歪
ク
て
は
象
刑
論
者
の
唐
虞
象
苅
存
在
設
は
信
ず
る
に
足

b
ぬ
こ

と
、
が
切
に
な
り
た
と
忍
ム
、
が
、
更
に
史
究
に
就
い
て
之
を
徴
す
る
に
、
害
総
舜
地
(
に
、
「
流
宥
五
潟
。
」
と
一
疋
ひ
、
「
級
一
夷
続

一
友
、
窓
M
M
姦
究
、
設
作
士
、
五
加
有
殿
、
五
服
三
就
、
五
流
存
宅
、
五
宅
三
居
。
」
と
一
玄
ひ
、
更
に
皐
陶
談
に
、
「
天
討
有

罪
、
五
刑
五
府
哉
ο
」
等
と
あ
る
に
依
れ
ば
、
舜
時
代
に
援
に
五
刑
、
が
存
在
し
て
ゐ
だ
乙
と
は
mm
か
で
あ
る
。
喰
氏
の
五
刑

の
内
容
は
mm
一
誌
が
な
い
故
，
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
之
の
み
で
は
明
か
で
な
い
、
が
、
書
経
呂
測
に
、

市
民
不
用
接
、
制
以
刑
、
必
作
五
虐
乏
刑
日
法
、
殺
数
無
去
、
愛
始
漂
泊
料
削

m-m・
採
・
諒
。

市
と
あ
る
。
邸
ち
舜
以
前
、
己
代
前
放
の
間
に
席
代
の
五
刑
に
路
ー
類
似
し
た
剤
、
が
存
在
し
て
ゐ
だ
の
で
あ
る
。
之
に
依
れ

ば
、
舜
代
の
五
刑
も
亦
、
之
よ
λ

少
は
準
化
し
た
も
の
で
は
あ
ら
ラ
、
が
、
肉
刑
で
あ
ク
た
で
あ
ら
う
乙
と
は
間
引
か
で
あ
る
。

的
ち
、
「
治
古
肉
刑
な
く
し
て
、
象
刑
の
み
。
」
と
一
五
ム
設
は
成
立
し
な
い
。
象
却
の
如
主
制
度
は
安
す
る
に
、
慎
子
一
一
以
の

思
想
的
産
物
で
、
古
代
に
於
て
は
、
決
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
と
は
、
一
般
に
代
刑
制
度
は
後
世
代
後
生
し
た

も
の
で
あ
る
之
と
に
依
っ
て
も
設
明
し
符
ら
れ
る
と
芯
ム
c



法
家
に
局
す
る
恨
封
、
が
象
刑
論
の
如
、
込
」
」
設
を
明
へ
、
儒
家
た
る
初
子
、
が
之
に
反
駁
を
加
へ
て
ゐ
る
の
は
、
極
め
て
面
白

い
事
で
あ
る
と
忠
ム
。
要
す
る
に
、
碍
子
、
が
彼
溺
患
の
刑
法
論
的
見
解
よ

b
、
蛍
時
相
営
勢
力
ジ
プ
一
倍
し
て
ゐ
だ
と
忠
は
れ

る
象
邪
論
に
拐
し
、
断
然
之
に
反
駁
し
、
堂
々
た
る
議
論
を
な
し
て
ゐ
る
之
と
は
偉
と
す
べ
く
、
被
の
純
準
者
約
態
度
が

そ
の
中
に
躍
如
と
し
て
現
は
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
と
、
が
出
来
る
。
放
に
此
の
問
題
は
、
そ
れ
虫
館
は
古
代
に
行
は
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
遣
し
て
重
要
牲
を
帯
び
な
い
か
も
知
れ
ね
が
、
之
を
以
て
先
秦
時
代
よ
ら
漢
代
へ
か
け
て
の
一
般

思
想
界
の
一
端
を
窺
ひ
、
旦
ハ
/
有
子
の
商
自
を
知
る
一
一
切
と
は
な
る
と
思
ム
。
況
ん
や
、
代
剰
と
し
て
の
象
却
は
淡
代
に

於
て
寅
際
代
行
は
れ
た
事
賞
、
が
あ
る
故
、
之
を
研
究
す
る
上
に
於
て
は
等
関
税
す
る
能
は
ぎ
る
問
題
で
あ
る
と
芯
ム
。

(
以
上
)

¥
籍
中
萄
子
及
び
何
物
保
注
を
引
用
し
て
、
第
名
を
明
記
し
/

/
な
い
も
の
は
凡
べ
て
亙
論
篤
の
文
法
が
注
で
あ
る
0

¥

一
五
七
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